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水道事業の概要 
 

 本市上水道は、昭和３年７月、入港船舶へ給水する｢四日市給水株式会社｣の施設を買収し、給水を開

始した。以後、同施設の改良・拡張・富洲原町合併による富洲原上水道の継承、震災・空襲による損壊

とその復旧工事、昭和 24 年からの第一期拡張事業、昭和 35 年からの第二期拡張事業、昭和 44 年から

の第三期拡張事業を経て、平成元年から第四期拡張事業を実施してきた。今日までの拡張事業のなかで、

市勢の伸展に併せた給水区域の拡大と未給水区域の解消を推進し、一方、郊外地に建設してきた簡易水

道も順次、上水道に統合して経営の一体化を図った結果、昭和 62 年４月には本市全域が上水道区域と

なった。また、水需要の伸びにともなう新規水源確保や施設の拡充、さらに配水管網の整備拡充、経年

管布設替えによる赤水・漏水防止対策など、お客様サービスの向上と安定給水に努めてきた｡ 

 拡張事業は普及率 99.9％を達成し、平成 11 年度をもって一応の完了をみた。平成 12 年度からは第一

期水道施設整備計画により、高普及時代に即応した施設設備として配水管網整備、経年施設の更新を進

め給水の安定化を図ってきた。 

 平成 22 年度からは、更なる安心・安全な水の安定供給を目指し、第一期水道施設整備計画で進めて

きた経年施設の更新と基幹施設の耐震化の事業を継承すると共に、水質悪化が懸念される朝明水源地に

新たな浄水処理方法の導入など、四日市市水道ビジョンの方針に沿って第二期水道施設整備計画を推進

している。 

 

● 事業の推移 

 区     分 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

行 政 区 域 内 戸 数 （ 戸 ） 

   〃  人 口 （ 人 ） 

普   及   率 （ ％ ） 

給  水  戸  数 （ 戸 ） 

 〃   人  口 （ 人 ） 

配   水   量（千ｍ 3 ） 

有  収  水  量（千ｍ 3 ） 

1 日最大配水量（千ｍ 3 ） 

1 日平均配水量（千ｍ 3 ） 

導 ・送配 水 管延長（㎞） 

133,906 

312,115 

99.9 

146,316 

312,085 

39,963 

35,978 

123 

109 

2,108 

135,074 

311,672 

99.9 

148,094 

311,644 

39,568 

35,987 

122 

108 

2,113 

136,943 

311,763 

99.9 

149,757 

311,731 

39,930 

35,989 

121 

109 

2,121 
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● 普及率の推移 

項    目 
S．35 年度 

（1960 年） 

S．45 年度 

（1970 年） 

S．55 年度 

（1980 年） 

H．29 年度 

（2017 年） 

普及率 

給水人口      

行政給水区域人口 
68.5 88.9 95.4 99.9 

給水人口      

計画給水区域人口 

 
78.7 92.5 96.8 99.7 

 

● 水源地 

水源地 竣  工  取水能力（ｍ3/日）   配水量（ｍ3/年） 

三  滝 昭３７．３．３０ 22,080   4,812,262 

内  部 昭３８．３．３０ 17,040   4,564,780 

朝  明 昭４３．３．３０ 11,850   6,890,830 

三滝西 昭４５．３．３０ 14,430   11,921,778 

小  牧 昭４８．３．３１ 7,410   10,234,348 

員  弁 昭４８．３．３１ 29,160   （小牧に含む） 

楠 平１７．２．７（合併） 0   1,196,729 

合計   101,970   39,930,121 

                       

● 配水量内訳 

区 分   数 量（ｍ3） 構成比（%） 

 自己水（市内） 16,318,936     41   

自己水（東員町） 7,806,067   19   

  小計 24,125,003   60 

受水（木曽川用水系） 5,487,353   14   

   〃（三重用水系） 9,916,285   25 
  

   〃（長良川水系） 401,480   1 

小計 15,805,118   40   
 

合計 39,930,121   100   
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● 水道料金 

    

平成 26 年 4 月から消費税及び地方消費税の税率が 8%に改定されたことにともない、水道料金も改定し

た。 

    

    

(平成 26 年 4 月から改定）                             1ヶ月につき 

 

 
料金 基本 従 量 料 金  

（ １ ｍ3 に つ き ） 
用途 水量 料金 

一 

般 

用 

口径 

１３㎜ 
５ｍ3 928.80円 

６～ 

１０㎥ 

１１～ 

２０㎥ 

２１～ 

３０㎥ 

３１～ 

５０㎥ 

５１～ 

100㎥ 

１０１ 

ｍ3 

 〃 

２０㎜ 
５ｍ3 1,468.80円 

まで まで まで まで まで 以上 

 〃 

２５㎜ 
５ｍ3 1,890.00円 

21.60 

円 

132.84

円 

164.16

円 

227.88

円 

290.52

円 

355.32 

円 

 〃 

４０㎜ 
－ 4,957.20円   １～５０ｍ3   

５１～ 

100ｍ3 

１０１ 

ｍ3 

 〃 

５０㎜ 
－ 9,914.40円   

まで  まで 以上 

 〃 

７５㎜ 
－ 23,328.00円 

276.48円 

    

 〃 

１００㎜ 
－ 44,064.00円 

320.76

円 

355.32

円 

 〃 

１５０㎜ 
－ 108,972.00円     

公衆浴場用 200ｍ3 11,340.00円 
201ｍ3～400ｍ3まで 

36.72円 

401ｍ3以上   

73.44円 

臨 時 用 ５ｍ3 3,618.00円 ６ｍ3以上    708.48円 

船 舶 用 － 32,940.00円 １ｍ3以上    290.52円 

  

                                                                    平成 30 年 3 月 31 日現在 
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● 用途別有収水量 

用   途 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

有収水量    

(千㎥) 

構成比   

(%) 

有収水量  

(千㎥) 

構成比   

(%) 

有 収 水 量  

(千㎥) 

構 成 比   

(%) 

一般用 

口 径 

25㎜以下 
30,511 84.80  30,428 84.55 30,330 84.28 

〃 

40㎜以上 
5,388 14.98 5,484 15.24 5,587 15.52 

公 衆 浴 場 用 40 0.11   38 0.10     35 0.10 

臨  時  用 2 0.01    2 0.01       5 0.01 

船  舶  用 37 0.10   35 0.10      32 0.09 

合    計 35,978 100.00 35,987 100.00 35,989 100.00 

 

● 用途別給水収益 

用   途 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

給 水 収 益 

 （千円） 

構 成 比  

(%) 

給 水 収 益 

 （千円） 

構 成 比  

(%) 

給 水 収 益 

 （千円） 

構 成 比  

(%) 

一般

用 

口 径 

25㎜以下 
5,138,522 71.85 5,125,953 71.47 5,116,078 71.09 

〃 

40㎜以上 
1,992,512 27.86 2,026,232 28.25 2,059,769 28.62 

公 衆 浴 場 用 2,057 0.03 1,962 0.03 1,780 0.02 

臨 時 用 1,311 0.02 1,167 0.02 3,688 0.05 

船 舶 用 17,383 0.24 16,600 0.23 15,783 0.22 

合 計 7,151,785 100.00 7,171,914 100.00 7,197,098 100.00 
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● 収益的収支 

区   分 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

金 額 

（千円） 

構成比

(%) 

金 額 

（千円） 

構成比 

(%) 

金 額 

（千円） 

構成比   

(%) 

収
 

益
 

営 業 収 益 7,038,253 93.22 7,113,699 93.37 7,094,532 93.35 

営 業 外 収 益 490,083 6.49 504,995 6.63 501,323 6.60 

特 別 利 益 22,006 0.29 0 0.00 3,964 0.05 

合 計 7,550,342 100.00 7,618,694 100.00 7,599,819 100.00 

費
 

用
 

営 業 費 用 5,786,855 94.02 5,861,641 94.48 5,82,068 94.84 

営 業 外 費 用 362,057 5.88 337,987 5.45 313,949 5.12 

特 別 損 失 6,145 0.10 4,481 0.07 2,502 0.04 

合 計 6,155,057 100.00 6,204,109 100.00 6,137,139 100.00 

当年度純利益 1,395,285  1,414,585  1,462,680   

（消費税及び地方消費税を除く） 

 

● 事業費用内訳                                 （単位：千円） 

年度 合 計 人件費 支払利息 減価償却費 動 力 費 受水費 
工事費・ 

材料費ほか 

27 6,155,057   689,557 361,450 1,603,562 188,941 1,848,598  1,462,949 

28 6,204,109   757,706 337,864 1,641,351 160,920 1,808,348  1,497,920 

29 6,137,139   726,582 313,832 1,693,303 176,314 1,836,793  1,390,315 

※各年度とも決算額 

 

● 経営分析  
項    目 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度  

負荷率          （％） 

施設利用率        （％） 

最大稼働率        （％） 

供給単価    （1ｍ3当たり円） 

給水原価    （1ｍ3当たり円） 

有 収 率        （％） 

88.64 

59.26 

66.85 

184.06 

157.69 

90.03 

88.76 

59.17 

66.67 

184.53 

158.69 

90.95 

90.29 

60.05 

66.51 

185.16 

158.68 

90.13 
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主要事業 (平成２９年度)  
 

 水道事業は、「新設・拡張の時代」から「改良・維持管理の時代」へと移行しており、今日、水道に

求められている安全な水の安定供給を図るため、第一期水道施設整備計画に基づき、水道施設の整備改

良を推進してきた。 

しかし、水道事業を取り巻く環境が変化するとともに、楠町との合併に伴う施設統合に向けた事業展

開が必要となったことから、水道事業の現状を踏まえ、抱える課題を整理した上で、将来の目標を掲げ、

これを実施するための道標として、平成 21 年度に「四日市市水道ビジョン」の策定と具体的な事業計

画となる第二期水道施設整備計画の策定を行った。 

 この計画では、安心・安全な水の安定供給をより確実にするため、配水管布設や経年管の更新及び基

幹施設の耐震化を計画的に推進すると共に、鉛給水管の解消に向けて取替えを進めている。水質悪化が

懸念される朝明水源地では、平成 23 年度から紫外線照射設備の運用を開始すると共に、徐マンガン処

理設備の導入に向けて平成 28 年度から建設に着手している。 
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将 来 計 画 
 

 上水道は市民生活を支える重要なライフラインであり、水の需要に対して、常に安定的に安全な水の

供給に努めなければならない。水需要に対処するための新規水源開発は、従来のような行政区域内の河

川周辺の地下水開発は限界に達していることから市境・県境を超えた広域的な見地から恒久的な水源開

発を目指す必要がある｡ 

 本市水道水源は地下水を原水とする自己水源と併せて、木曽川用水系と三重用水系広域水道用水の受

水で賄っている。自己水源が都市化の進展や経年化に伴い、取水能力の低下が見受けられることに併せ、

水源開発には、長期間を要することから、第一期水道施設整備計画のなかで、灌漑用井戸を用途転用す

る平尾取水場を完成させるとともに、楠町との合併に伴い長良川系広域水道用水の受水を開始した。 

今後においては、本市が策定している四日市市水道ビジョンの基本理念である「“貴重な水”と“信

頼の絆”を未来に」を念頭に置き、平成 22 年度からの第二期水道施設整備計画において、これまで進

めてきた経年施設の更新と、基幹施設の耐震化を継承するとともに、新たな課題として水質悪化が懸念

される朝明水源地への高度浄水処理設備の導入、危機管理対策では、渇水や災害などに強い管路システ

ムへの再構築を目指した配水区域のブロック化検討、安心・快適な水供給の観点から、水質管理面で水

安全計画の策定や連続水質監視システムの導入を図るなど、ゆとりある水道施設整備を基調に、安全で

おいしい水の安定供給に万全を期し、お客様から信頼される水道を目指すこととしている。 

  

● 事業の推移 

区 分 事   業   内   容 

創 設 
昭和３年四日市市上水道が認可され､ 昭和 16 年富洲原町 

上水道､ 昭和 24 年山の手地区軍用水道を併合 

第 1 期 拡 張 事 業 
昭和 24 年５月認可｡ その後変更が行われ､計画給水人口 104,000人、

１日最大給水量 26,000ｍ3､ 事業費 2億 7,100万円 

第 2 期 拡 張 事 業 

昭和 35 年 １月認可｡その後３次にわたる変更が行われ､ 

計画給水人口 241,500人、１日最大給水量 99,000ｍ3、  

事業費  22億 5,211万円 

第 3 期 拡 張 事 業 

昭和 44 年３月認可｡ その後６次にわたる変更が行われ､  

計画給水人口 275,700人､ １日最大給水量 162,700ｍ3､  

事業費 164億 3,950万円 

第 4 期 拡 張 事 業 

平成元年２月認可｡ 平成６年度から１次変更事業に移行｡  

計画給水人口 305,000人､  １日最大給水量 191,900ｍ3､  

事業費 219億 3,000万円 

第一期水道施設整備計画 

平成 11 年８月認可｡平成 17 年２月から合併届出により変更。 

計画給水人口 322,000人、１日最大給水量 191,800ｍ3､ 

事業費 110億円 

第二期水道施設整備計画 

平成 22 年 3 月認可｡ 

計画給水人口 312,600人、１日最大給水量 150,500ｍ3､ 

事業費 154億円 
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 ● 第二期水道施設整備計画 

内     容 浄水方法及び取水地点の変更 

認 可 年 月 日 平成 22 年 3 月 12 日 

着 工 年 月 日 平成 22 年 4 月  1 日 

竣 工 年 月 日 平成 31 年 3 月 31 日 

計 画 給 水 人 口 （ 人 ） 312,600  

1 人 1 日 最 大 給 水 量 （ ㍑ ） 482  

1 人 1 日 平 均 給 水 量 （ ㍑ ） 396  

1 日 最 大 給 水 量（ｍ3／日） 150,500  

1 日 平 均 給 水 量（ｍ3／日） 123,900  

事 業 費 （ 千 円 ） 15,442,100  

目 標 年 度 平成 30 年度  

水源別 

 

施設能力 

 

（ｍ3／日） 

三 滝 水 源 21,990  

内 部 水 源 16,880  

朝 明 水 源 12,300  

三 滝 西 水 源 13,990  

員 弁 水 源 28,950  

小 牧 水 源 7,360  

 

 

北 中 勢 

水道用水受水 

（木曽川用水系）  

36,200  

（三重用水系）  

41,800  

（長良川河口堰系）  

2,200  

合   計 181,670  

配  水  池  容  量（ｍ3） 112,335  
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下水道事業の概要 
 

 本市の下水道は、市街地の多くが低平地であるという地形的な特質から、当初は雨水排除を主目的に

したものであったが、その後、急激な都市化、生活の近代化に伴う公共用水域の水質保全等生活環境改

善として、汚水対策についても市の基本計画に基づき、整備、拡張を進めている。 

 

公共下水道 
 

 本市の下水道は、昭和29年に単独公共下水道として市の中心部である納屋、阿瀬知の一部を排水区と

する第１期事業に着手。昭和40年７月には日永浄化センターが稼働し、市街地の一部で水洗化が可能と

なった。 

 これと前後して、公社、公団関係の団地をはじめ、市中心部に連たんする地域を事業計画区域に繰り

入れ、整備区域の拡大を図ってきている。 

 また、県が事業主体となって整備を行う北勢沿岸流域下水道北部処理区の関連公共下水道についても、

昭和52年度から事業に着手し、昭和63年１月より一部供用を開始し、南部処理区の関連公共下水道も平

成元年度から着手し、平成8年4月より一部供用を開始、事業を進めている。一方、中心市街地の浸水が

著しいことから平成3年度より再整備事業に着手し、平成5年7月から諏訪公園雨水調整池が、平成22年6

月から中央通り貯留管が稼働している。 

 平成17年度からは企業会計方式の全部適用や上下水道局への組織統合、さらに平成19年度からは、生

活排水対策事業部門を上下水道局へ集約するなど、経済的で効率的な整備への見直しや下水道財政の健

全化を図りながら、より一層の下水道の普及と生活環境の向上を目指し、事業を推進している。 

 未普及対策と並行し、平成20年度に地震対策計画、平成25年度に長寿命化計画を策定し、施設の再構

築にも着手し、平成28年度に日永浄化センターの第４系統を一部供用開始したことに伴い、第１系統を

廃止した。また、納屋滞水池などの合流改善事業は平成25年度末に完了した。 

 

● 事業の推移 

 年 度 処理面積 (ha) 処理可能人口 (人)  普及率（％） 

平成 13 年度 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3,131 

3,210 

3,454 

3,684 

3,745 

3,865 

4,013 

4,103 

4,173 

4,205 

4,242 

4,323 

4,389 

4,428 

4,504 

4,573 

4,652 

160,566 

166,271 

178,922 

191,966 

195,464 

204,054 

212,390 

216,149 

219,254 

221,566 

222,876 

225,956 

228,405 

231,024 

235,176 

236,929 

241,704 

54.3 

56.0 

60.2  

62.0 

62.9 

65.4 

67.7 

68.8 

69.9 

70.5 

71.1 

72.2 

73.1 

74.0 

75.3 

76.0 

77.5 
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● 収益的収支                                        

  区   分 

平成 27 年度  平成 28 年度   平成 29 年度  

金 額  

（千円） 

構成比

(%) 

金 額  

（千円） 

構成比 

(%) 

金 額  

（千円） 

構成比   

(%) 

収
 

益
 

営 業 収 益 8,297,500 57.15 8,328,078 56.34 8,218,617 55.04 

営業外収益 6,221,932 42.85 6,453,446 43.66 6,712,454 44.96 

特 別 利 益 14 0.00 269 0.00 44 0.00 

合 計 14,519,446 100.00 14,781,793 100.00 14,931,115 100.00 

費
 

用
 

営 業 費 用 11,013,230 83.58 11,168,729 84.60 11,236,729 85.58 

営業外費用 2,160,452 16.39 2,028,427 15.36 1,891,223 14.40 

特 別 損 失 4,383 0.03 4,941 0.04 2,487 0.02 

合 計 13,178,065 100.00 13,202,097 100.00 13,130,439 100.00 

当年度       
純利益 1,341,381  1,579,696  1,800,676  

純損失 ―  ―  ―   

（消費税及び地方消費税を除く） 

 

● 事業費用内訳                               （単位：千円） 

年度 合 計 人件費 支払利息 減価償却費 委託料 工事請負費 負担金 その他 

27 13,178,065 499,812 1,888,368 7,604,615 724,953 119,374 894,241 1,446,702 

28 13,202,097 470,242 1,761,469 7,976,551 741,397 108,914 877,834 1,265,690 

29 13,130,439 507,971 1,632,370 8,064,220 796,561 106,394 837,220 1,185,703 

 

● 経営分析 

項    目 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

固定資産構成比率    （％）  97.21    97.52    96.50   

固定負債構成比率    （％） 33.56   32.95   31.85   

固定比率        （％） 155.11   153.64   151.71   

使用料単価   （1ｍ3当たり円） 152.28   151.92   151.34   

処理原価    （1ｍ3当たり円） 216.68   213.17   210.59   
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● 公共下水道処理区 (事業計画区域)                               

処理区名 排水区・地区 計画面積（ha） 計画人口（人） 終末処理施設 

 日永処理区  橋  北  排水区 

        納  屋   〃 

        阿 瀬 知   〃 

        常  磐   〃 

          合流式  小計 

        午  起  地 区 

        常  磐   〃 

        千  歳   〃 

        大井の川   〃 

        南部第１   〃 

        南部第２   〃 

        笹川第１   〃 

        笹川第２   〃 

        笹川第３   〃 

        笹川第４   〃 

        笹川第５   〃 

        川島第１   〃 

        川島第２   〃 

高 花 平   〃 

  桜     〃 

     （特定環境保全公共下水道） 

        桜  西    〃 

        鈴鹿山麓研究学園都市 〃 

          

          分流式 小計 

   単独公共下水道・計  

 

  111.1 

  143.3 

  182.1 

  170.0 

  606.5 

   60.0 

  125.6 

   60.6 

   34.0 

  158.1 

   71.1 

  145.0 

  206.6 

  178.5 

  317.6 

  171.5 

  365.0 

  242.2 

   68.5 

  198.7 

 

   72.8 

   51.8 

 

2,527.6 

3,134.1 

   5,060 

   7,650 

  10,330 

   6,140 

  29,180 

   1,290 

   2,810 

    220 

    190 

  2,390 

  3,390 

  1,770 

  9,570 

  7,410 

  14,000 

 11,660 

 21,350 

 11,520 

  3,620 

 12,990 

 

  1,380 

     

 

 105,560 

 134,740 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日永浄化センター 
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処理区名 排水区・地区 計画面積（ha） 計画人口（人） 終末処理施設 

広  永 処理分区 

伊 坂 台   〃 

朝 明 西   〃 

山  城   〃 

あかつき   〃 

朝 明 南   〃 

天ヵ須賀   〃 

富  田   〃 

茂  福   〃 

羽  津   〃 

三 ッ 谷   〃 

阿 倉 川   〃 

野  田   〃 

三  重   〃 

江 田 川   〃 

 県     〃 

流域（北部処理区）関連公共下水道 計 

82.3 

43.2  

24.9 

41.1  

85.6  

139.7  

73.1  

571.3  

231.0  

334.2  

120.4  

241.5  

27.6  

324.1  

1.0 

14.6 

2,355.7 

1,754 

2,436 

1,644 

1,601 

3,955 

4,427 

4,300 

28,805 

9,436 

13,889 

5,674 

14,301 

1,405 

15,251 

102 

320 

109,300 

北勢沿岸流域下水道 

北部浄化センター 

磯  津 処理分区 

河原田西  〃 

河原田東  〃 

楠 南 部   〃 

楠 西 部   〃 

楠 中 部   〃 

楠東部北   〃 

楠東部南   〃 

流域（南部処理区）関連公共下水道 計 

32.1  

151.3  

110.5  

75.8  

60.1  

66.1  

3.4  

55.3  

554.6  

1,284 

7,087 

349 

3,944 

2,986 

2,427 

111 

812 

19,000 

北勢沿岸流域下水道 

南部浄化センター 

合       計 6,044.3 263,040  

※流域関連公共下水道の計画人口は、流域下水道計画と整合を図り、水洗化を考慮した人口
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● 受益者負担制度 

   昭和39年度から建設省令により賦課徴収を行ってきたが、昭和48年4月から条例に移行し賦課徴

収を行っている。  

・負担金の額   単位負担金額を当該受益者が所有し、または地上権等を有する土地の面積を乗じて

得た額。 

・単位負担金額 日永処理区………1㎡当り 96円・108円・130円・150円・170円・360円 

流域北部処理区…1㎡当り108円・130円・150円・170円 

流域南部処理区…1㎡当り150円・170円・500円 

受益者負担金調定額 

年 度   調 定 額 （円） 

平成27 

  28 

    29 

37,504,450 

45,803,300 

45,804,200 

 

 

● 下水道使用料 

  下水道の整備された区域では、四日市市公共下水道条例に基づき下水道使用料を徴収している。こ

のうち、水道汚水については、給水量を汚水排水量として計算し、水道料金と同時に徴収、また地下

水等の排水は、ポンプ能力・使用状況等の届出に基づいて排水量を認定して徴収する。 

 

 

(平成26年4月から改定）                         （1ヶ月につき）                   

汚水の種類 下水道使用料 

一 般 汚 水 

基本使用量  5ｍ3まで 486.00円 

超過使用量 

1ｍ3につき 

6ｍ3 ～   30ｍ3 1ｍ3につき  140.40円 

31ｍ3 ～  100ｍ3 1ｍ3につき  226.80円 

101ｍ3 ～  500ｍ3 1ｍ3につき  324.00円 

501ｍ3 ～ 1ｍ3につき  367.20円 

公衆浴場の汚水                      1ｍ3につき    16.20円 

その他の汚水 
工事用 1ｍ3につき   367.20円 

その他 1ｍ3につき   140.40円 

                                                                       平成30年3月31日現在 

 

● 下水道使用料調定額 

年 度    調 定 額 （円） 

平成27 

  28 

  29 

3,970,553,908 

4,009,157,884 

4,024,707,495 
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● 水洗便所普及状況 

年 度 
処理区域内 水  洗  化 水洗化率 1 年後水洗化率 

戸 数 人口（Ａ） 戸 数 人口（Ｂ） Ｂ／Ａ Ｂ(次年度)／Ａ 

平成27 

    28 

  29 

103,201戸 

104,989 

108,088 

235,176人 

236,929 

241,704 

95,031戸 

97,023 

99,993 

216,411人 

218,568 

223,238 

92.0% 

92.3 

92.4 

 92.9% 

94.2 

－ 

 

※ 平成7年度から水洗化率の計算方法は水洗化人口／処理区域内人口とする。 

※ 地域住民が水洗化をするのは下水道整備後であるため、実水洗化率は供用1年後水洗化率で表す。 

※ 1年後水洗化率の計算方法は当該年度水洗化人口／前年度処理区域内人口とする。 

 

 

 

● 水洗便所融資あっせん利子助成制度(平成 4 年度より) 

年  度 
融資あっせん額 利 子 助 成 

 件 数（件）  金 額（円）  件 数（件）  金 額（円） 

平成27 

    28 

    29 

 0 

 3 

 0 

0 

  1,930,000 

          0 

33 

21 

12 

  41,714 

 27,775 

 56,766 

 

※ 排水設備の設置とくみ取り便所の水洗化を促進するため、宅内排水設備工事の融資を金融機関に斡

旋するとともに、その利息に相当する金額を市が負担する制度である。 

※ 対象はくみ取り便所又は浄化槽の改造で、申請1件につき100万円（1万円単位）以内である。 

※ 融資銀行より貸付の翌日から60ヶ月の元利均等での返済となる。 

※ 新築・増築・事業用・アパート等については対象にならない。 

   

融資斡旋 申請条件  

   市からの条件 ①市税等が完納していること 

          ②市内に住所を有する個人であること 

          ③公共下水道の共用開始から3年以内であること 

   金融機関からの条件 

          ①申込時年齢が20歳以上70歳以下であること。70歳を超える場合は、70歳以下の

連帯保証人若しくは連帯債務者が1人いること 

          ②安定した収入があること（所得証明必要） 

          ③家屋の保存登記があり、本人又は3親等以内の親族（市内に住所を有する者に

限る）であること 

           

  利子助成  年2回（8月・2月）金融機関を通じて申請人の口座へ振り込む。 
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● 私内への共同排水管設置費補助制度(平成16年度より) 

 

 

 

 

 

 

※ 私道に隣接する関係者が共同排水管を設置する場合に、補助金を交付する制度。 

※ 事業用・アパート等については対象にならない。 

  補助条件 ①囲繞地の居住者２戸以上 

       ②私道隣接家２戸以上が水洗化すること 

       ③同意関係 

・ 私道敷き所有者の同意 

・ 水洗化する沿線土地所有者及び家屋の所有者の同意 

・ 私道敷きの所有者が故人であっても、相続（未登記）によって実質に管理してい

る者の同意で採択 

・ 私道敷きの所有者が倒産、解散した開発業者の場合、上記同意者が紛争の対応を

することを誓約することで採択 

・ 私道が確認できない土地でも上記同意があれば採択 

 

 

 

 

● 共同住宅排水管設置費補助制度（平成18年度より） 

 

 

 

 

 

 

 

※ 共同住宅は排水量が多く、周囲の環境に及ぼす影響が大きいことから、直結する排水設備及び水洗

便所の普及促進を図るため、補助金を交付する制度である。 

  補助条件 ①3世帯以上が入居している共同住宅であること 

       ②入居者全員が同意していること 

       ③建物所有者と土地所有者が異なる場合は、土地所有者が同意していること 

       ④受益者負担金、下水道使用料が完納していること 

       ⑤公共下水道の共用開始から3年以内であること 

 

 

 

年 度 件 数 補 助 金 額 (円) 

平成27 0       0 

  28 1          393,000 

  29 0        0 

年 度 件 数 補 助 金 額 (円) 

平成27 1   482,000 

  28 3   877,000 

  29 3   514,000 
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北勢沿岸流域下水道事業計画  
(事業主体……三重県) 

● 計画の概要 

  昭和51年度の三重県において四日市・鈴鹿水域流域別下水道整備総合計画が策定され、亀山市及び

鈴鹿市以北の10市町を北勢沿岸流域下水道（北部処理区）と、同（南部処理区）に区分し、水質環境

基準を達成、維持するために必要な下水道の整備をする計画である。 

区   分 北 部 処 理 区 南 部 処 理 区 

区 域 
四日市市の三滝川、海蔵川分派以

北の区域 

四日市市の内部川以南 

関 係 市 町 

四日市市北部地域、桑名市、いな

べ市、川越町、朝日町、菰野町、

東員町、 

四日市市の南部地域、鈴鹿市、亀山

市 

計 画 面 積 12,595.8ha 6,854.0ha 

計 画 人 口 371,698人 215,400人 

計 画 汚 水 量 211,922ｍ3／日（日最大） 109,530ｍ3／日（日最大） 

浄 化 セ ン タ ー 面 積 北部浄化センター約37.7ha 南部浄化センター約19.7ha 

幹 線 管 渠 延 長 97.7㎞ 39.4㎞ 

事 業 年 度 昭和51～平成37年度 昭和62～平成37年度 

 

● 北部処理区事業計画 

 

● 南部処理区事業計画  

関 係 市 町 桑名市、四日市市、いなべ市、川越町、朝日町、東員町、菰野町の各一部 

計 画 面 積 9,874.3ha   うち四日市市2,355.66ha 

計 画 人 口 338,040人  うち四日市市109,300人 

計 画 汚 水 量 191,300ｍ3／日（日最大）うち四日市市57,765ｍ3／日 

幹 線 管 渠 延 長 97,700ｍ  うち四日市幹線23,300ｍ、朝日幹線12,700ｍ 

事 業 費 約2,114億円 

事 業 年 度 昭和51年度～平成33年度 

関 係 市 町 四日市市、鈴鹿市、亀山市の各一部 

計 画 面 積 4,424.4ha   うち四日市市554.6ha 

計 画 人 口 150,100人  うち四日市市19,000人 

計 画 汚 水 量 76,100ｍ3／日（日最大）うち四日市市8,722ｍ3／日 

幹 線 管 渠 延 長 39,360ｍ  うち四日市南部幹線1,100ｍ、楠幹線4,950ｍ 

事 業 費 約1,058億円 

事 業 年 度 昭和62年度～平成33年度 
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四日市市単独公共下水道事業計画  
(事業主体……四日市市) 
● 日永処理区事業計画 

 

ポンプ場施設数  
(公共下水道施設、都市下水路施設、一般排水路施設等) 

区  分 箇所数 
用  途  別（台） 能    力（ｍ3／分） 

汚  水 雨  水 汚  水  雨  水 

中継ポンプ場 

小規模中継ポンプ場 

雨水ポンプ場 

地下ポンプ場 

雨水調整池 

その他施設 
 

合       計 

 4 

11 

20 

20 

 7 

 5 

67 

15 

29 

― 

― 

― 

7 

51 

 19 

  2 

 91 

 29 

 20 

  ― 

161 

290.14 

118.67 

― 

― 

― 

31.00 

439.81 

  3,325.17 

     79.40 

22,029.66 

    597.01 

130.81 

      ― 

   26,162.05 

（平成 30 年 3 月 31 日現在）

計 画 面 積 3134.1ha 

計 画 人 口 134,740人 

計 画 汚 水 量 81,662ｍ3／日（日最大） 

幹 線 管 渠 延 長 89,110ｍ   

事 業 費 約2,211億円 

事 業 年 度 昭和30年度～平成33年度 
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農業集落排水事業 
 

農業用用排水の水質保全及び農村生活環境の改善を図るため、農業集落排水事業を実施している。水

沢東部地区は平成 27 年４月、和無田地区は平成 27 年９月にそれぞれ供用開始したことで、計画してい

た 12 地区の整備を全て完了した。 

 
● 水洗化の状況 

年 度 地 区 
処理可能

人  口 

処理可能

戸  数 

水洗化 

人 口 

水洗化 

戸 数 

未水洗化

人 口 

水洗化率 

【対人口】 

（％） 

平成 29 

 

県 414 122 414 122 0 100.0 

小牧南 378 146 378 145 0 100.0 

狭 間 181 61 181 61 0 100.0 

水沢東 343 119 343 119 0 100.0 

水沢野田 223 74 223 74 0 100.0 

堂ヶ山 382 128 382 128 0 100.0 

北小松 404 137 384 128 20 95.0 

鹿 間 680 249 663 241 17 97.5 

水沢中部 1,962 608 1,684 546 278 85.9 

小 西 773 269 696 236 77 90.0 

水沢東部 805 251 500 183 305 62.1 

和無田 354 130 251 86 103 70.9 

計 6,899 2,294 6,099 2,069 800 88.4 

※ 処理区域内戸数は、空き家を含めた加入戸数 
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生活排水施設 
 

● コミニティ・プラント整備事業 

  生活排水の水質保全及び生活環境の改善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与するため、生

活排水対策の一つとしてコミニティ・プラント整備事業を実施した。小牧地区については平成 9 年 6

月から供用開始をし、神前地区については、平成 13 年 6 月から一部地区（曽井町、寺方町、高角町

の一部）の供用を開始し、平成 15 年 4 月からは、全地域の供用を開始している。 

 
● 水洗化の状況 

年 度 地 区 
処理可能

人  口 

処理可能

戸  数 

水洗化 

人 口 

水洗化 

戸 数 

未水洗化

人 口 

水洗化率 

【対人口】 

（％） 

平成 29 

小 牧 750 300 705 282 45 94.0 

神 前 2,443 941 2,321 894 122 95.0 

計 3,193 1,241 3,026 1,176 167 94.8 

※ 処理可能戸数は、現況の水洗化戸数に未接続戸数（空地を除く）を加えた戸数 

 

● 合併処理浄化槽設置補助事業 

  本市では、生活排水対策の一環として合併処理浄化槽を普及促進するために、昭和 63 年度から下

水道認可区域外で補助事業を開始した｡平成 5 年度から市の単独補助により下水道計画区域内も対象

としていたが、平成 25 年度からは国補助区域に改正した。 

  この補助制度による平成 29 年度の設置基数は 214 基で、補助金額が 63,630 千円、昭和 63 年度か

ら平成 29 年度までの合計は設置基数が 15,538 基で、補助金額が 6,667,065 千円となっている。 

 

● 補助基数、補助額の推移 

年度 22 23 24 25 26 27 28 29  

基数 

(市単) 

363 

(84) 

384 

(59) 

350 

(42) 

318 

(0) 

262 

(0) 

233 

(9) 

210 

(6) 

214 

(3) 

補助額 

(市単) 

143,515 

(41,695) 

134,815 

(41,695) 

128,475 

(59,365) 

123,765 

(0) 

77,220 

(0) 

 67,350 

(1,920) 

60,720 

(1,320) 

63,630 

(630) 

                                              単位 基数：基・補助額：千円 


